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参照条文等 

 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第

114 号）※令和６年４月１日施行時点 

 

 （前文） 
 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してき

た。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追

いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。 

 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されて

きたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進

展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。 

 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染

症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け

止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。 

 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況

を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適

切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められて

いる。 

 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜

本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な

施策の推進を図るため、この法律を制定する。 

 

（基本理念） 

第二条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公

共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏ま

えつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染

症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患

者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合

的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する

正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症

に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る

人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機

的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう
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に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び

地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施

策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 

３ 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係

る医療のための医薬品の研究開発の推進及び当該医薬品の安定供給の確保、

病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保す

るよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされ

るように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。 

 

（医師の届出） 

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合

を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他

厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその

者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由

して都道府県知事（保健所設置市等にあっては、その長。以下この章（次項及

び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二

第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除

く。）において同じ。）に届け出なければならない。 

 一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無

症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエ

ンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者 

 二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五類感

染症の無症状病原体保有者を含む。） 

２ 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に

係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚

生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労

働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第三十六条の五

第四項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並

びに第五十条の六第四項を除き、以下同じ。）により厚生労働大臣に報告しな

ければならない。 

３～10 （略） 
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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10

年厚生省令第 99 号）※令和６年４月１日施行時点 

 

第四条 法第十二条第一項第一号に掲げる者（新型インフルエンザ等感染症の

患者及び新感染症（法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされ

るものを除く。第三項において同じ。）にかかっていると疑われる者を除く。）

について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとお

りとする。 

一 当該者の職業及び住所 

二 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者（親権を行う者

又は後見人をいう。以下同じ。）の氏名及び住所（保護者が法人であるとき

は、その名称及び主たる事務所の所在地） 

三 感染症の名称及び当該者の症状 

 四 診断方法 

 五 当該者の所在地 

 六 初診年月日及び診断年月日 

 七 病原体に感染したと推定される年月日（感染症の患者にあっては、発病し

たと推定される年月日を含む。） 

 八 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域（以下「感染原

因等」という。）又はこれらとして推定されるもの 

 九 診断した医師の住所（病院又は診療所で診療に従事している医師にあっ

ては、当該病院又は診療所の名称及び所在地）及び氏名 

 十 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事  

項 

２ 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定に

より医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当

該患者の医療保険被保険者番号等（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第

百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法（昭和

十四年法律第七十三号）第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・

番号等、私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第四十五

条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法（昭和三十

三年法律第百二十八号）第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号

等、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第百十一条の二第一項

に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法

律第百五十二号）第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・

番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第

百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三
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条の九第三項第二号において同じ。）とする。 

３ 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定

により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四

号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者

の医療保険被保険者番号等とする。 

４～９ （略） 

 

（感染症の発生の状況及び動向の把握） 

第十四条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意

を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感

染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定める

ものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。 

２ 前項の規定による指定を受けた病院又は診療所（以下この条において「指定

届出機関」という。）の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働

省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五類感染症の無症状

病原体保有者を含む。以下この項において同じ。）若しくは前項の二類感染症、

三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で

定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症に

より死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事

項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければな

らない。 

３ 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなけ

ればならない。 

４～10 （略） 

 

（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査） 

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、

動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一

類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感

染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくは

その死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調

査をさせることができる。 

２ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊

急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感
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染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、

疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染

症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管

理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 

３～６ （略） 

７ 第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた

者（次項に規定する特定患者等を除く。）は、当該質問又は必要な調査に協力

するよう努めなければならない。 

８～12 （略） 

13 都道府県知事及び保健所設置市等の長（以下「都道府県知事等」という。）

は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問

又は必要な調査の結果を、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをい

う。次項、第四十四条の三の五第四項及び第五十条の六第四項において同じ。）

により厚生労働大臣（保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該

保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事）に報告しなければならない。 

14～18 （略）  

 

（情報の公表等） 

第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定に

より収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、

動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を

新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければ

ならない。 

２・３ （略） 

４ 第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに

当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 

 

（新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出） 

第四十四条の三の六 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第

二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定に

より入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡し

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省

令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管

轄する都道府県知事及び厚生労働大臣（その所在地が保健所設置市等の区域

内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府

県知事及び厚生労働大臣）に届け出なければならない。 
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（新感染症の所見がある者の退院等の届出） 

第五十条の七 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六

条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡し

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令

で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄

する都道府県知事及び厚生労働大臣（その所在地が保健所設置市等の区域内

にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県

知事及び厚生労働大臣）に届け出なければならない。 

 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 

※令和６年４月１日施行時点 

 

（新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出） 

第二十三条の九 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める感染症指定医

療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医

療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機

関及び第二種感染症指定医療機関とする。 

２ 法第四十四条の三の三の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等につい

て迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡し

た後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとす

る。 

３ 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

 一 患者の氏名、年齢及び性別 

 二 患者の医療保険被保険者番号等 

 三 入院年月日 

 四 退院年月日又は死亡年月日 

 五 退院時の転帰 

 六 入院中の最も重い症状の程度 

 七 届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師

の氏名 

 八 その他必要と認める事項  

 

（新感染症の所見がある者の退院等の届出） 

第二十三条の十四 第二十三条の九の規定は、法第五十条の四の届出について

準用する。 
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（感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進） 

第五十六条の三十九 国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの

法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活

用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協

力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、

感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感

染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の

診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するととも

に、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関と

の緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推

進するものとする。 

２～４ （略） 

 

（患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究）  

第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保

に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出によ

り保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する

情報（以下「感染症関連情報」という。）について調査及び研究を行う。 

 

（国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供） 

第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染

症関連情報（感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者（次

条において「本人」という。）を識別すること及びその作成に用いる感染症関

連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基

準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。）を利用し、又は厚生労

働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連

情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業

務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。 

一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に

資する施策の企画及び立案に関する調査 

二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方

法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 

三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資

する分析その他の厚生労働省令で定める業務（特定の商品又は役務の広告又

は宣伝に利用するために行うものを除く。） 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を

行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律
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第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省

令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態

で提供することができる。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようと

する場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（照合等の禁止）  

第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受

け、これを利用する者（以下「匿名感染症関連情報利用者」という。）は、匿

名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成

に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連

情報から削除された記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音

声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）若しくは匿名感

染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当

該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。 

 

（消去） 

第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症

関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連

情報を消去しなければならない。 

 

（安全管理措置） 

第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏

えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のた

めに必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければな

らない。 

 

（利用者の義務） 

第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用

者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関

連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな

い。 

 

（立入検査等） 

第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章（第五十六条の三十九及び第五十



9 
 

六条の四十を除く。）の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情

報利用者（国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。）に

対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係

者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の

事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。 

２ 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につい

て準用する。  

 

（是正命令） 

第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六

条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるとき

は、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。 

 

（支払基金等への委託） 

第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び

研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利

用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労

働省令で定める者（次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。）

に委託することができる。 

 

（手数料） 

第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定

める額の手数料を国（前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支

払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提

供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等）に納めなければなら

ない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国

民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であ

るときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

３ 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入

とする。 

 

第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をし

た者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
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科する。 

一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関し

て知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に利用したとき。 

二 第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。 

 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者

は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一～十二 （略） 

十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出

若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若

しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避したとき。 

２ （略） 

 

第七十八条の二 第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した

者にも適用する。 

 

第七十九条 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある

もの（以下この条において「人格のない社団等」という。）を含む。以下この

条において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若

しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十三条の三、

第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは

第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

２ 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者

又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法

人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 
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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第 96 号）に係る附帯決議 

 

【衆議院】 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す

る法律案に対する附帯決議（抄） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。 

  一～九 （略） 

  十 感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に

当たっては、情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情報の厳重

管理を徹底すること。 

  十一～十八 （略） 

 

【参議院】 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す

る法律案に対する附帯決議（抄）  

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。 

  一～九 （略） 

  十 感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に

当たっては、情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情報の厳重

管理を徹底すること。 

  十一～二十一 （略）                                                   

 

 

 


